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働き方改革推進支援センターによる相談事例の周知

○ 厚生労働省のホームページへの掲載【10月～】

・ 10月15日（火）に掲載。

○ 働き方改革推進支援センターでの周知、相談業務での活用【10月～】

・ 10月16日（水）に本省から都道府県労働局雇用環境・均等部（室）とセンター業務の受託者に対し、相談事例
を送付し、相談業務での活用を指示。各センターにおいて相談業務等で活用を図っている。

○ 局幹部等による使用者団体の訪問【10月～11月】

・ 労働局幹部（労働局長、労働基準部長、雇用環境・均等部（室）長など）とセンター長が、管内の商工会、商工
会議所、中小企業団体中央会などの主要な使用者団体を直接訪問し、センターの一層の活用について周知を実施予
定。

・ 11月の過重労働解消キャンペーン月間に併せて、11月末までに全ての都道府県労働局で直接訪問を実施予定。

○ 政府広報を活用した周知【11月～】
・ 政府広報室のtwitter等を活用し、本リーフレットの周知を実施予定。



（補足１）

下請Gメンヒアリングで把握した働き方改革関連の生の声



下請Gメンヒアリングで把握した働き方改革関連の生の声①（7～9月）
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※【】内は取引先業種

• 親事業者の職場で共同で仕事を行うことがあるが、働き方改革により親事業者社員が残業
規制になったことで、当社社員だけが残業をすることなったり、また、夜中に呼び出されることも
あり、親事業者からのしわ寄せが発生している。【流通】

• 取引先の社員が残業申請をしていないと定時でPCが切れてしまい、当社から見積書を出せ
ないことがある。繁忙期だと仕事が後倒しになるので大変。【半導体製造装置】

• 金曜日に仕事を発注し、「土・日にやれ」と言われた。土・日出勤分単価の上乗せは認めら
れなかった。【電機・情報通信機器】

• 今年になってから、親事業者が本来自ら行うべき業務（社内で使う資料作成）を下請業
者に振ってくるようになった。一部は断っているが、受けざるを得ない。【繊維】

• 親事業者と良好な関係を築けているため、今年に入り、「残業しなくともこなせるように発注
量を調整しましょう。」と気を遣ってくれる提案があった。【自動車】

しわ寄せ

下請Gメンヒアリング等で把握した情報については、業界・業種毎に課題等を整理
した上で、事業者への周知徹底や問題のある事業者への指導等に繋げている。



下請Gメンヒアリングで把握した働き方改革関連の生の声②（7～9月）
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※【】内は取引先業種時間外労働

• 製造業はどうしても一定の時間がかかる。そのため当社で残業を減らすためには納期を延ばし
てくれる等、取引先の協力が不可欠である。【工作機械】

• 残業代はすでに生活給になっており、今回の残業時間規制のため減収になってしまい、既に
転職する従業員が出ている。【化学】

• 大型機械を取り扱う当社では、一度大きな仕事を開始すると機械を止められない。自然と仕
事が集中する時期は生じ、残業せざるを得ないことがあるので、上限規制に対応できるか不
安がある。【鉄鋼】

• 時間外労働の上限規制について、仕事の性質上試作品製造がある期間に集中するため、
年間の上限については対応しやすいが月間の上限等については課題が多い。【自動車】

• メーカーは年末年始、夏期、ＧＷのライン完全停止時にメンテや補修、組み替えを終わらせ
たいため、その前後に部品の発注が集中してくる。そこで働き方改革の残業規制に対応する
ためには、発注側の、発注の集中を緩和する取組が必要。【産業機械】

• アニメ制作業界では、働き方改革が進んでおり、土日の就業は不可、スケジュール管理ソフト
による厳重管理をする等の取組がある。【アニメーション制作】



下請Gメンヒアリングで把握した働き方改革関連の生の声③（7～9月）
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※【】内は取引先業種

• 当社の年間休日は126日あり、更に年休を5日プラスして取得させるのは厳しい。法律なので
仕方ないが、企業によって年間休日には差があるので、年間休日をあらかじめ多く設定してい
る企業は対応が大変だと思う。【電機・情報通信機器】

• 稼働日数が減ると売上が落ちる。休日を取るには、単価が上がらなければ難しい。【自動車】

年次有給休暇

• 現状の１人あたりの平均残業時間数は60時間であり、新規採用も難しいため、残業時間
規制が行われると、売上高が15％程度低下する懸念があり困っている。【化学】

• 最低賃金の引き上げや働き方改革などの重要性は理解しているが、扶養の内で働きたい
パート従業員等は、時給が上がる事による労働時間の短縮につながり、その結果人数を増や
さなければならずに労務管理等の付帯業務が増えることを懸念している。【流通】

• 自社の働き方改革に関して、どうしても仕事が集中してしまう職人がいるのでその仕事を他の
人ができるように教育しなければならない。職人として技術を習得するのには３年かかると言
われており、すぐに対応するのが難しい。【鉄鋼】

人材



（補足２）

「しわ寄せ」防止に向けた業界団体等への働きかけの進捗
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○ 経営トップ等に対する直接要請等【業所管省庁・中小企業庁・厚生労働省・公正取引委員会】
※ 業所管省庁の幹部等が、大企業等の経営トップが参加する総会、会合などに出席し、コスト負担を伴わない
短納期発注等を防止し、自社の働き方改革により下請等中小事業者に「しわ寄せ」が生じないよう、
平成31年3月以降、483回の直接要請を実施（予定を含む）。

（内訳）経産省（中企庁含む）344回(+324)、農水省77回、林野庁23回、国税庁12回(+3)、水産庁10回、
総務省8回(+8)、厚労省6回(+6)、国交省2回、警察庁1回(+1)
（注）カッコ書きは、第10回会議からの増加分を示す。

月 日 下請取引適正化推進シンポジウム 月 日 下請取引適正化セミナー

10月16日 東京 11月5日 広島

10月18日 福岡 11月19日 仙台

10月28日 名古屋 11月28日 富山

11月1日 札幌 12月4日 高松

11月11日 大阪

業界団体等への働きかけ② 経営トップ層・経済団体等への直接要請等

※ 公正取引委員会は、働き方改革関係の下請法違反行為に対して、指導のみならず勧告を行うなど厳正に
対処するとともに、働き方改革関連の下請法等違反行為の事例集（平成３０年５月公表）や実際に指導を
行った実例（令和元年５月公表。下請法の運用状況の資料の一部。）といった資料を用いて、 経団連を始
めとする経済団体等に周知を実施。

※ 都道府県労働局は、労働時間等設定改善法第２条第４項の取引上必要な配慮をするよう努めなければ
ならないとする規定に関する要請等を重点的に実施：229回（10月18日まで）

※ 中小企業庁が主催する「下請取引適正化推進シンポジウム・セミナー」に厚生労働省・公正取引委員会の
職員が参加し、企業の取引担当者等に働きかけを実施。
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業界団体等への働きかけ③ 「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の実施

・ 時間外労働の上限規制の適用による中小企業への「しわ寄せ」防止に向けた社会的機運の醸成を図る

ため、11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と位置づけ、集中的な取組を実施。

○ 関係法令等の周知広報【中小企業庁・厚生労働省・公正取引委員会】

 厚生労働省、労働局及び労基署において、時間外労働の上
限規制の適用を受ける大企業等に対して、企業訪問による
「しわ寄せ」防止に向けた要請等の集中的な実施

＜主な実施事項＞
 「しわ寄せ」防止に向けた大企業・中小企業経営トップに
対するセミナーの開催

 ポスター・リーフレットによる周知、
「しわ寄せ」防止特設サイトの開設、
インターネット広告の実施 など

 労使団体への要請の実施

＜新たに作成したポスター・リーフレット＞
・ ポスターを約１万３千部、リーフレットを約21万２千部作成し、都道府県労働局のほか、中小企業庁・
公正取引委員会を通じて、全国の支分部局等での周知に活用中。
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・ フォローアップ調査の結果の中から、「しわ寄せ」事例と考えられるもの（11事例）及び「しわ寄せ」防止・
改善事例と考えられるもの（17事例）を、令和元年８月16日、厚労省・中企庁から業所管省庁に提示。

・ 業所管省庁で追加ヒアリング等を行い、現在、取りまとめ作業中。

業界団体等への働きかけ④ 「しわ寄せ」防止・改善事例の作成

○ 「しわ寄せ」事例や「しわ寄せ」防止・改善事例【業所管省庁】

＜現在取りまとめ作業中の事例集（農林水産省作成）＞


